　　　　　　　　相馬市小規模修繕契約希望者登録申請の手引き

◎申請について
１．　　　　令和８年３月２日から令和６年３月３１日
２．　　　　相馬市役所　財政課　管財係（３階）
３．　　　　原則郵送とします。
４．登録できる方
　・相馬市内に主たる事業所を有する方。（法人、個人を問いません。）
　・建設業の許可の有無、経営規模等は問いません。
　※今回の受付は令和８年度分の追加受付です。令和７年３月に登録された方は、令和９年３月３１日まで登録が有効のため、今回改めて申請する必要はありません。
５．登録できない方
· 相馬市内に主たる事業所を有しない方。
· 契約を締結する能力を有しない方又は破産者で復権を得ていない方。
· 相馬市財務規則に基づく相馬市競争入札参加資格者名簿に登録されている方。
· 希望する業種を履行するために必要な資格、免許等を有しない方。
· 市税を滞納している方。
· 相馬市暴力団排除条例第２条に規定する暴力団員又は同第９条に規定する社会的非難関係者と認められる方。
· 上記に掲げるもののほか、契約の相手方として不適当と認められる方。
６．登録者の取り扱い
　相馬市小規模修繕契約希望者登録申請書（様式第１号）を提出し、審査に合格した方は、相馬市小規模修繕契約希望者登録制度登録者名簿（様式第２号）に登載され、併せて庁内に周知されることにより、相馬市が発注する小規模な修繕契約の際に業者選定の対象となります。
ただし、業者選定の対象や契約を約束するものではありませんのでご承知ください。
　なお、登録申請時の書類審査に合格し、申請を受理された方につきましてはこの制度による登録業者になりますが、改めて通知等はいたしません。ただし、申請後、または登録後において相馬市の契約の相手方として不適当と認められた場合は登録を抹消のうえ通知いたします。
[bookmark: _GoBack]７. 登録の有効期間　令和８年４月１日～令和９年３月３１日
８．登録内容の変更
　申請後に廃業又は住所・代表者氏名等の変更があったときは、すみやかに相馬市小規模修繕契約希望者登録変更等届（様式第３号）を提出しなければなりません。

◎申請書の書き方について
1. 住所（所在地）
主たる事業所の所在地を記入してください。個人事業主が自宅で営業しているときは、自宅を事
業所として記入してください。
2. 商号又は名称
法人の方は、商業登記簿の記載に基づき記入してください。個人事業主は、通常使用している商
号がある場合はそれを記入し、無い場合は記入しないでください。
3. 代表者職・氏名
法人の方は商業登記簿に記載された代表者の職・氏名を記入してください。個人事業主は、商号
がある場合は「代表」と記入してください。
４.印鑑
使用印鑑は、見積書、契約書、請求書等に使用することになります。法人事業者の方は代表者印
を、個人事業主の方は実印でなくても構いませんが、ゴム等の変形しやすい材質のものや量販されて同様の印影があるものは使用しないでください。
５.電話及びＦＡＸ番号
電話は、重要な連絡手段となりますので必ず記入してください。なお、個人事業主の方で連絡が
付きにくい方は携帯電話での登録もご検討ください。ＦＡＸのある方は同様に記入してください。

６.修繕希望業種
５業種以内であれば内容の制限はありませんが、修繕業種例を参考に修繕業務に該当する業種を
記入してください。なお、発注担当課でこの内容を見て見積等の業者選定をしますので、できるだけ具体的に受注を希望する順序で記入してください。また、希望する業種で法的な許可・免許・登録を要する場合は、許可証等の写しを添付してください。一括下請け及び市が認めた場合以外の下請けは出来ませんので、申請希望業種の記載範囲は自ら施工（履行）出来る業種を記載してください。

７.提出書類
　（1）相馬市小規模修繕契約希望者登録申請書

　（2）登記事項証明書（法人）又は身分証明書（個人）　
　　　※登記事項証明書（３ヶ月以内に証明のもの　１通）　　　※法務局で取得できます。
　　　　身分証明書　　（３ヶ月以内に証明のもの　１通）　　　※市民課で取得できます。

　（3）納税証明書（市税）
　　　※（法人）法人市民税等の納税証明書（直前１年分　１通）※税務課で取得できます。
　　　　（個人）市民税等の納税証明書　　（直前１年分　１通）※税務課で取得できます。

　（4）登録希望者が持つ資格、許可証の写し

問合せ先（担当）：〒976-8601　相馬市中村字北町６３番地の３
　　　　　　　　　相馬市役所　総務部　財政課　管財係　
　　　　　　　　　0244－37－2124
　　　　　　　　　e-mail:sm-zaisei@city.soma.lg.jp























	修繕の種類
	
	

	№
	修繕の種類
	主な例示

	1
	土木一式
	道路（側溝等）、下水（マンホール等）

	2
	建築一式
	建物の種類で種類が複数に及ぶもの

	3
	大工
	大工、型枠、造作等

	4
	左官
	左官、モルタル、吹付等

	5
	とび・土工・コンクリート
	とび、足場等仮設、土工、コンクリート、ネットフェンス等

	6
	石
	石積み等

	7
	屋根
	屋根ふき等

	8
	電気
	送配電設備、構内電気設備、照明設備等

	9
	管
	空調設備、給排水・給湯設備、厨房設備、衛生設備、浄化槽、ダクト等

	10
	タイル・ブロック・れんが
	コンクリートブロック積み、れんが積み、タイル張り等

	11
	鋼構造物
	鉄骨、石油・ガス等の貯蔵用タンク設置等

	12
	鉄筋
	鉄筋加工組立等

	13
	舗装
	アスファルト舗装、砂、砂利舗装等

	14
	板金
	板金加工取付等

	15
	ガラス
	ガラス加工取付

	16
	塗装
	塗装等

	17
	防水
	アスファルト防水、モルタル防水、シーリング、シート防水等

	18
	内装仕上
	天井仕上げ、壁張り、内装間仕切り、床仕上、たたみ、ふすま、カーテン・ブラインド等

	19
	機械器具設置
	各施設機械器具設備等

	20
	熱絶縁
	熱絶縁

	21
	電気通信
	電気通信線路設備、電気通信機械設置、放送機械設置等

	22
	造園
	植栽、公園設備、園路等

	23
	建具
	サッシ、シャッター、金属製・木製建具等

	24
	消防施設
	火災報知設備等

	25
	清掃設備
	ごみ処理施設等



